
 

 

 

 

 

 

 

 

 

益田市 地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に係る 

情報提供依頼 実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年（2023年）2月 

 

益田市 政策企画局 情報システム課 

  



１ 目的 

    「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和 3 年法律第 40 号）」に基づき、

令和７年度末までに全ての自治体が自治体の主要業務システムを標準準拠システムへ移行す

ることが求められています。 

このことから、本市においても国が策定した手順書および標準仕様書に基づき、標準準拠シ

ステムへ移行を進めているところです。 

本件は、標準化対象の 20 業務及び共通機能に加え、本市で既に統合パッケージとして導入

済みの関連システム（標準化対象業務とデータ連携等をしている）の対応について、移行スケジ

ュール・移行方針・支援体制・概算費用等を確認、検討するために情報提供依頼を行なうもので

す。 

 

２ 情報提供依頼内容 

（１）依頼概要 

ア 回答者情報について、「様式 1_基本情報」に回答を記載してください。 

イ システムの導入実績について、「様式 2_システム導入実績」に回答を記載してください。 

ウ 標準準拠システムに関する質問事項については、「様式 3_標準準拠システム情報提供依

頼書」にまとめておりますので、そちらをご確認いただき回答を記載してください。 

エ システム標準化対応に係る作業ごとのスケジュールについて、「様式 4_対応スケジュール」

に記載してください。本市想定のスケジュールを参考資料「【補足 1】益田市標準化対応ス

ケジュール（案）」として添付しますが、各社の対応可能スケジュールでの提案も可とします。 

オ システム標準化対応で発生する費用について、「様式 5_標準化対応に係る費用記載書」に

記載してください。 

カ 様式に収まらない場合や説明のために必要な資料等がある場合は、必要に応じて別紙とし

て提出してください。なお、その際は該当する情報提供依頼項目が分かるよう明示してくだ

さい。 

キ 一部の様式又は項目についてのみの回答も受け付けます。現時点での状況を踏まえて分

かる範囲、ご対応いただける範囲での積極的な回答をお願いいたします。 

 

（2）依頼範囲 

ア 移行期間について 

令和 7 年度末までに対象業務システムの移行を完了するために行なわれる作業、調達に

ついてを本依頼の対象とします。 

 

イ 対象業務システムについて 

本依頼の対象とする自治体情報システムは、標準化対象 20 業務システム及び共通機能シ

ステム等となります。 



 

３ 情報提供要領 

（1）提出資料 

・様式 1_基本情報 

・様式 2_システム導入実績 

・様式 3_標準準拠システム情報提供依頼書 

・様式 4_対応スケジュール表 

・様式 5_標準化対応に係る費用記載書 

・その他別紙、補足資料等（任意） 

 

（2）提出方法 

提出方法：3(1)の提出資料を電子メールにて送信してください。 

メール送付先： 益田市政策企画局情報システム課 

メールアドレス： joho@city.masuda.lg.jp 

メール表題： 【益田市システム標準化 RFI回答】事業者名 

事業者名の箇所には、貴社の名称を記載してください。 

 

（3）提出期限 

令和 5年 2月 28日（火） 17 時必着 

 

（4）質問受付 

受付期間：令和 5年 2月 9日（木）～令和 5年 2月 17日（金）１７時まで 

受付方法：「様式６_質問票」に記入し、電子メールにて送信してください。電話での質問はお受

けできません。上記受付期間までに寄せられた質問に対する回答は、電子メールに

て送付します。 

メール表題：【益田市システム標準化 RFIに関する質問】事業者名 

事業者名の箇所には、貴社の名称を記載してください。 

質問に対する回答：令和 5年 2月 22日（水）頃に、個別に電子メールで送付します。 

 

 

４ 情報提供依頼に関する留意事項 

（1）本依頼は将来の調達・契約を保証するものではありません。 

（2）資料提供いただいた回答者に対し、必要に応じて、後日ヒアリングの実施、追加資料の提供を

依頼する場合があります。 

（3）回答いただいた内容については、今後、システムの調達仕様等に反映する場合があります。 

（4）本依頼書の実施に要する一切の費用については、提出者においてご負担ください。 



（5）ご提出された資料は返却しません。 

（6）情報提供頂いた内容は、目的の範囲内で使用するものであり、提供者に断りなく第三者への

提供は行いません。 

（7）提示資料に記載された内容は作成日現在で当市が把握、想定している情報等に基づくもので、

変更される可能性があります。また、情報セキュリティ等の理由により、詳細な情報を記載して

いない場合もあります。 

（8）不明点について確認が必要な場合は、上記３（４）により、電子メールにて送信してください。 

 

５ 担当窓口およびお問合せ先 

住所：〒698-8650 島根県益田市常盤町 1番 1号 

担当：益田市 政策企画局 情報システム課 高浦 

E-mail：joho@city.masuda.lg.jp 

以上 


